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◎群馬県告示第７５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 桐生市（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 桐生市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、桐生市（次

の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

桐生市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、桐生市（次の図に示す部分に限る。）

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び桐生市役

所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第７６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 渋川市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、渋川市（次の

図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件



4

平成２５年３月１日（金） 群 馬 県 報 第９０７５号

(1) 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

渋川市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、渋川市（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び渋川市役

所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第７７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県吾妻県民局中之条土木事

務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 渋川下新田線 吾妻郡高山村大字中山字岩ノ上２３５ 前 １２．５～２１．６ １４７．０
５番の３地先から同郡同村大字同字山
崎２６８番の１地先まで 後 １５．０～２３．０ １４７．０

◎群馬県告示第７８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県吾妻県民局中之条土木事

務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 嬬恋応桑線 吾妻郡長野原町大字応桑字売濠１６７ 前 １１．２～２０．１ １２７．９
２番の３地先から同郡同町大字同字同 ９．０～３７．６ ９９．２
１６７５番の９地先まで

後 ９．０～３７．６ ９９．２
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◎群馬県告示第７９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局高崎土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 吉井安中線 高崎市吉井町本郷字道六神６１番の１ 前 ９．８～２０．６ ２２７．２
地先から同市同字久保田５８０番の１
地先まで 後 ９．８～２３．４ ２２７．２

◎群馬県告示第８０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局安中土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １８号 安中市松井田町坂本字霧積山国有林１ 前 １９．３～６３．１ １０７．９
３１林班イ２小班地先から同市同字同
国有林１３１林班ろ小班地先まで 後 ８．７～１９．３ １０７．９

安中市松井田町坂本字霧積山国有林１ 前 ９．０～２０．０ １４８．０
２９林班り小班地先から同市同字同国
有林１２９林班ち小班地先まで 後 ８．２～１７．２ １４８．０

◎群馬県告示第８１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県吾妻県民局中之条土木事

務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明
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道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 嬬恋応桑線 吾妻郡長野原町大字応桑字唐堀１６７９番の１８地先内 平成２５年３月１日

◎群馬県告示第８２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県吾妻県民局中之条土木事

務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字田代字田代尻１０４８番の１地先から同郡 平成２５年３月１日
同村大字同字同１０４９番の１地先まで

◎群馬県告示第８３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県利根沼田県民局沼田土木

事務所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １４５号 沼田市下川田町字下原６７６番の３地先 前 ９．０～１４．８ １０９．２
から同市同字同６９０番の１地先まで

後 ９．０～１４．８ １０７．３

◎群馬県告示第８４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県利根沼田県民局沼田土木

事務所において一般の縦覧に供する。
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平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 １４５号 沼田市下川田町字下原６７６番の３地先から同市同字同６９ 平成２５年３月１日
０番の１地先まで

◎群馬県告示第８５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県東部県民局太田土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４０７号 太田市上小林町４１３番の５地先から同 前 ９．５～９．７ １２２．８
市同３６９番地先まで ９．５～１１．０ １３０．３

後 ９．５～９．７ １２２．８

◎群馬県告示第８６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局高崎土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４０６号 高崎市倉渕町三ノ倉字小谷戸１７２５番 前 ８．０～８．９ ８８．３
の１地先から同市同字同１７５９番の１
地先まで 後 ８．２～１１．５ ８８．０
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◎群馬県告示第８７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局高崎土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

一般国道 ４０６号 高崎市倉渕町三ノ倉字小谷戸１７２５番の１地先から同市同 平成２５年３月１日
字同１７５９番の１地先まで

◎群馬県告示第８８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可

したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、次のとおり告示する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 施行者の名称 前橋市

２ 都市計画事業の種類及び名称 前橋都市計画道路事業 ３・４・２７号 前橋公園通線

３ 事業施行期間 平成１０年１月２７日から平成２８年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 変更なし

(2) 使用の部分 なし

公 告■

国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定により定める群馬県土地利用基本計画を次のと

おり変更したので、同条第１４項において準用する同条第１３項の規定により公表する。

なお、「計画図の変更部分を図示した図書」は、省略し、群馬県企画部土地・水対策室、伊勢崎市役所及び渋川

市役所に備え置いて縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 変更年月日 平成２５年２月２１日

２ 変更内容 都市地域及び農業地域の一部変更（「計画図の変更部分を図示した図書」のとおり）
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特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化部ＮＰＯ・多

文化共生推進課において縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成２５年２月８日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人愛和会

３ 代表者の氏名 片山英彌

４ 主たる事務所の所在地 太田市新田金井町６０７番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、心身障害児者が地域で豊かに、生き生きと暮らしていくために支援して

いくことを目的とする。

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を東吾妻町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

東吾妻町大字須賀尾字十二沢４０２ 丸山和子

東吾妻町大字須賀尾字十二沢４０７から４０９まで、５４４、字矢久 高橋清

平７３１

東吾妻町大字須賀尾字十二沢４２５ 轟わよ

東吾妻町大字須賀尾字十二沢４４３、４５０ 掛川秀子 共有林

東吾妻町大字須賀尾字十二沢４６５、４６６ 丸山む 江

東吾妻町大字須賀尾字矢久平７５３の１、７５３の２ 高橋正治

東吾妻町大字須賀尾字矢久平７８１ 轟のぼる

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。



10

平成２５年３月１日（金） 群 馬 県 報 第９０７５号

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

東吾妻町大字須賀尾字三本木１３０１ 橋爪宗一郎

東吾妻町大字須賀尾字三本木１３０２から１３０４まで、１３３４ 高橋清

東吾妻町大字須賀尾字三本木１３１０ 髙橋守

東吾妻町大字須賀尾字三本木１３３５ 髙橋守

東吾妻町大字須賀尾字堀之内１５６４ 髙橋貞三

東吾妻町大字須賀尾字堀之内１５６５ 渡辺とめ

東吾妻町大字大柏木字広石１２５、１５０ 霞勇吉

東吾妻町大字大柏木字広石１４１、１４９ 中沢由子

東吾妻町大字大柏木字広石１４４ 武藤嘉幸

東吾妻町大字大柏木字広石１５１の２ 加部高司

東吾妻町大字大柏木字広石１５４ 田代繁男

東吾妻町大字大柏木字広石甲２５１ 加辺金一郎 共有林

同 加部相三郎 同

東吾妻町大字大柏木字上ノ沢４９８、５００、６１３ 加辺正堂

東吾妻町大字大柏木字上ノ沢５０１ 加邊昌一 共有林

同 加邊百合子 同

東吾妻町大字大柏木字若宮７６９の１、７６９の３ 霞嘉平

東吾妻町大字大柏木字若宮７７１の１、７７１の４、７７２から７７ 霞茂
４まで、７７５の１、７７５の２

東吾妻町大字大柏木字若宮７９３ 霞儀八

東吾妻町大字大柏木字若宮１０２２、字天神１５４９の１、１５５ 武藤操
０、１５５９の１、１５５９の２、１５６２、１５６３の１、１５６
３の２、１５７３、１５５６、１５６０、１５６１

東吾妻町大字大柏木字若宮１０２６ 武藤栄三郎

東吾妻町大字大柏木字若宮１０２７から１０３０まで、１０３１の１ 霞はる子

東吾妻町大字大柏木字若宮１０３３ 高橋勇吉
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東吾妻町大字大柏木字殿原甲２０７６、２０７７、２０８３ テクノコーシン株
式会社

東吾妻町大字大柏木字殿原２１０２の１、２１０２の２ 武藤賴章

東吾妻町大字大柏木字殿原乙２０７６ 樋田繁蔵

東吾妻町大字大柏木字猿谷戸２７７５ 髙橋郡治

東吾妻町大字大柏木字下新井２７８５、２７９６、２７９９、２８１ 髙橋恒夫
１、２８１７

東吾妻町大字大柏木字岩鼻３６３６ 髙橋はる

東吾妻町大字大柏木字岩鼻３６５３ 蜂須賀ゆき 共有林

東吾妻町大字大柏木字岩鼻３６５８の２ 小平佐登夫

東吾妻町大字大柏木字佐奈坂４０５２、４０５３ 加辺永正

東吾妻町大字大柏木字佐奈坂４１００、字沢入４１２０ 加辺房雄

東吾妻町大字大柏木字沢入４１１０ 加辺権蔵

東吾妻町大字大柏木字沢入４１１４、字滝ノ沢４１９３ 加辺チヨ 共有林

同 加辺邦雄 同

同 加辺三郎 同

同 加辺和男 同

同 加辺順子 同

東吾妻町大字大柏木字沢入４１７０ 加辺清

東吾妻町大字大柏木字滝ノ沢４１９８ 加部良平

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び東吾妻町役場に備え置いて縦覧に

供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２５年１月１８日群馬県告示第３号
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により、松

義台地土地改良区の土地改良事業計画（維持管理）の変更を適当と決定したので、同法第４８条第９項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 縦覧に供する書類

(1) 変更後の定款の写し

(2) 変更後の土地改良事業計画書（維持管理）の写し

２ 縦覧に供する期間 平成２５年３月４日から同年４月２日まで

３ 縦覧に供する場所 安中市役所及び富岡市役所

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、平成２５年度前期

技能検定の実施について、次のとおり公示する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 実施職種

(1) １級及び２級 園芸装飾、造園、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造に係るものに限る。）、金属熱処理、粉末冶金（成

形・再圧縮に係るものに限る。）、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、数値制御フライス盤、

横中ぐり盤、ジグ中ぐり盤、平面研削盤、円筒研削盤、心無し研削盤、ホブ盤及びマシニングセンタに係るも

のに限る。）、放電加工（数値制御形彫り放電加工及びワイヤ放電加工に係るものに限る。）、金属プレス加

工、鉄工（製缶及び構造物鉄工に係るものに限る。）、建築板金、工場板金（曲げ板金及び打出し板金に係る

ものに限る。）、仕上げ、切削工具研削（工作機械用切削工具研削に係るものに限る。）、ダイカスト（コー

ルドチャンバダイカストに係るものに限る。）、電子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て、変圧器

組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組立て及び回転電機巻線製作に係るものに限る。）、産業車両

整備、建設機械整備、婦人子供服製造（婦人子供注文服製作に係るものに限る。）、家具製作（家具手加工に

係るものに限る。）、建具製作（木製建具手加工に係るものに限る。）、プラスチック成形（射出成形に係る

ものに限る。）、石材施工（石張りに係るものに限る。）、とび、左官、ブロック建築、タイル張り、畳製作、

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事、アクリルゴム系塗膜防水工事、シーリング防水工事及びＦＲＰ防水

工事に係るものに限る。）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事、木質系床仕上げ工事、鋼製下地

工事及びボード仕上げ工事に係るものに限る。）、熱絶縁施工（保温保冷工事に係るものに限る。）、サッシ

施工、表装、塗装（建築塗装、金属塗装及び噴霧塗装に係るものに限る。）、広告美術仕上げ（広告面ペイン

ト仕上げ及び広告面粘着シート仕上げに係るものに限る。）及びフラワー装飾

(2) ３級 園芸装飾、造園、金属熱処理、機械加工（普通旋盤、数値制御旋盤、フライス盤、平面研削盤及びマ

シニングセンタに係るものに限る。）、仕上げ（機械組立仕上げに係るものに限る。）、機械保全、電子機器

組立て、建築大工、左官、ブロック建築、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事に係るものに限

る。）、広告美術仕上げ、商品装飾展示及びフラワー装飾

(3) 単一等級 路面標示施工

２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所
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(1) 実技試験

ア 実施期日 平成２５年６月５日（水）から同年９月１０日（火）までの間において、群馬県職業能力開発

協会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ平成２５年５月２９日（水）に職能協会で公表する。ただし、

一部の職種については、公表しない。

(2) 学科試験

ア 実施期日 検定職種ごとに、次のとおり行う。

検 定 職 種 期 日

○３級 園芸装飾、造園、機械加工、仕上げ、機械保全、電子機器組立 平成２５年７月２１日（日）
て、建築大工、左官、ブロック建築、内装仕上げ施工、広告美術仕上
げ、商品装飾展示及びフラワー装飾

○１級及び２級 造園、金属熱処理、金属プレス加工、産業車両整備、 平成２５年８月２５日（日）
プラスチック成形、とび、防水施工、サッシ施工及び塗装

○３級 金属熱処理

○１級及び２級 粉末冶金、機械加工、鉄工、ダイカスト、電子機器組 平成２５年９月１日（日）
立て、建設機械整備、婦人子供服製造、家具製作、建具製作、左官、
畳製作、内装仕上げ施工及び広告美術仕上げ

○１級及び２級 園芸装飾、鋳造、放電加工、建築板金、工場板金、仕 平成２５年９月８日（日）
上げ、切削工具研削、電気機器組立て、石材施工、ブロック建築、タ
イル張り、熱絶縁施工、表装及びフラワー装飾

○単一等級 路面標示施工

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

の指定する郵便局の口座に納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、免除に係る手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。

５ 受検申請の手続

(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書

イ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１又は７７６２

(3) 受付期間 平成２５年４月８日（月）から同月１９日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものに限り有効とする。

(4) 受検申請に関する注意

ア 申請書及び案内書は、職能協会で交付する。
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なお、申請書及び案内書の郵送を希望する場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請書請求」と朱書きし、

返信用封筒（宛先を記入し、１２０円分の切手を貼ったもの）を同封すること。

イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

６ 合格の発表等

(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者及びその双方に合格した

者については、職能協会が書面で通知する。

(2) 技能検定合格者の発表 技能検定合格者（金属熱処理を除いた３級職種に係るものに限る。）の受検番号は、

平成２５年８月２３日（金）に、技能検定合格者（１級、２級、３級（金属熱処理に限る。）及び単一等級に

係るものに限る。）の受検番号は、同年１０月４日（金）に、それぞれ県庁２階県民センター前掲示板、群馬

県ホームページ及び職能協会の掲示板に掲示する。

(3) 技能検定合格証書等の交付 １級及び単一等級の技能検定の合格者には厚生労働大臣名の合格証書が交付さ

れ、２級及び３級の技能検定の合格者には群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、１級、２級、３

級及び単一等級の技能検定の合格者には厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ その他

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部産業人材育成課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能

協会に問い合わせること。

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、平成２５年度技能

検定随時３級、基礎１級及び基礎２級の実施について、次のとおり公示する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 実施職種

(1) 随時３級 さく井、鋳造、鍛造、機械加工（普通旋盤及びフライス盤に係るものに限る。）、金属プレス加

工、鉄工、建築板金（ダクト板金に係るものに限る。）、工場板金（機械板金に係るものに限る。）、めっき、

アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全（機械系保全に係るものに限る。）、

電子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御盤組立て、開閉制御器具組

立て及び回転電機巻線製作に係るものに限る。）、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニッ

ト製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙

器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・

ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型

枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポ

イント施工、表装、塗装（建築塗装、金属塗装、鋼橋塗装及び噴霧塗装に係るものに限る。）及び工業包装

(2) 基礎１級及び基礎２級 さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、

めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器

組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、

寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチ

ック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製

造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、

防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装及び工業包装
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２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所

(1) 実技試験

ア 実施期日 平成２５年４月１日（月）から平成２６年３月３１日（月）までの間において、群馬県職業能

力開発協会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ職能協会から受検申請者宛て送付する。

(2) 学科試験

ア 実施期日 平成２５年４月１日（月）から平成２６年３月３１日（月）までの間において、職能協会が指

定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

の指定する郵便局の口座に納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、免除に係る手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。

５ 受検申請の手続

(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書

イ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１又は７７６２

(3) 受付期間 随時受付

(4) 受検申請に関する注意

ア 申請書及び案内書は、職能協会で交付する。

なお、申請書及び案内書の郵送を希望する場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請書請求」と朱書きし、

返信用封筒（宛先を記入し、１２０円分の切手を貼ったもの）を同封すること。

イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

６ 合格の発表等

(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については、職能協会が

書面で通知する。

(2) 技能検定合格証書等の交付 技能検定の合格者には群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、随時

３級の技能検定の合格者には厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ その他

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部産業人材育成課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能

協会に問い合わせること。
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土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定により、土地区画整理組合の事業計画の変

更を次のとおり認可した。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 組合の名称 千代田町舞木土地区画整理組合

２ 事業施行期間 平成７年１２月１９日から平成２７年３月３１日まで

３ 施行地区 千代田町大字舞木字城下、字駒形、字野分、字楢原の各一部及び大字赤岩字南権現、字熊野、字北

権現の各一部

４ 事務所の所在地 邑楽郡千代田町大字赤岩１８９５番地１千代田町役場内

５ 設立認可年月日 平成７年１２月１２日

６ 変更認可年月日 平成２５年２月１８日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条第６項において準用する同条第５項の規定により、都市計画区

域を次のように変更する。

平成２５年３月１日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画区域の名称 渋川都市計画区域

２ 新たに都市計画区域に含まれる土地の区域 群馬県渋川市小野子字広町、字宮ノ下、字丑島、字石合、字宮原、

字田島、字後久保、字後田、字上手、字鯲谷戸、字井戸上、字八木沢清水、字炭釜のうち７８４－１、７８５－

２、字柿平、字藤田、字一本木、字八木沢、字又五郎、字油谷戸、字滝岡、字滝岡堂下、字木之間、字釜久保、

字荻久保、字大藪、字平沢、字大ヶ谷戸、字上ノ山、字関口、字日照、字唐沢、字染歯、字外河原、字小野子田、

字小見山、字北ノ谷戸、字宮、字沢頭、字中田、字田野入、字長福寺、字落釜、字前原、字鳥屋、字三田野、字

祖母塚、字東光寺、字戸室、字田野、字城之腰、字南谷戸、字糀屋、字龍王、字宮坂、字金善寺、字大平、字伊

久保、字程久保、字細田、字裸岩のうち３５６５－７、３５６５－８、３５６５－１５から３５６５－２５まで、

３５６５－２８から３５６５－５３まで、３５６５－５５から３５６５－１０８まで、３５６５－２３５、３５

６５－２８０、３５６５－３２４から３５６５－３２９まで、３５６５－３３３、３５６５－３３４、３５６５

－３４２、３５６５－３５５、３５６５－３７４、３５６５－３７５、３５６５－３７９から３５６５－３８２

まで、３５６５－３９４、３５６５－４１３、３５６５－４２１、３５６５－４２２、字四方木、村上字岩井堂、

字北塩川、字塩川、字塩ノ上、字西原、字東原、字石臼、字谷ノ口、字沼出城里、字黒岩、字上中尾、字中尾、

字下中尾、字榎平、字鑷沢、字上ノ街戸、字南、字下平、字田島、字堀ノ内、字御甲山、字伊久保、字寺沢、字

甲里、字甲里山、字如意庵、字砥石山、上白井字日影山、字大丈、字鹿子、字長峯、字天神、字差合、字大岩、

字小麦平、字桐木、字十二沢、字戸屋、字西沢入、字東沢入、字瘠畝、中郷字子持のうち２８８６－１から２８

８８－１４まで、２８８９－４２から２９１１まで、２９１３－１から２９２４－３まで、字大野のうち２６８

４－９７３から２６８４－１０２１まで、２６８８－１、２６９４－２５３から２６９４－２５８まで、２７４

８－１、２７４８－３、横堀のうち１３９７－１から１４０８まで、字仲子、字渕ノ上、字井戸上、字長久保、

字遠原、字沢ノ山、字六万坊、字井戸久保、字仙石のうち１５６６－１から１５６６－３７まで、１５６６－４

０から１５６６－４８まで、１５６６－１５６から１５６６－１８４まで、１５６６－１９３から１５６６－１

９５まで、１５６６－２２１から１５６６－２３２まで、１５６６－２４１から１５６６－２６４まで、１５６
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６－２７０、１５６６－２７１、１５６６－２７４、１５６６－２８１から１５６６－２８３まで、１５６６－

３８１から１５６６－４１０まで、１５６６－４２８、１５６６－４５１、１５６６－５８５から１５６６－５

８７まで、字寺平のうち１８５１－２、１８５１－４、１８５１－１５、１８５１－２３２から１８５１－２４

３まで、１８５１－２７６から１８５１－２７８まで、１８５１－３１２、１８５１－３１７から１８５１－３

１９まで、１８５１－３３１から１８５１－３３４まで、１８５１－４２１から１８５１－４２４まで、１８５

１－４２７から１８５１－４３５まで、赤城町津久田、赤城町敷島、赤城町長井小川田、赤城町深山字山鳥、字

大平、字浅久保、字岩上、字岩根、字鳩屋、字栗谷下、字細井所、字中棚、字五郎入、字上曲輪、字中曲輪、字

芳野曲輪、字五料坂、字前林、字仏念、字大久保、字芳ヶ沢、赤城町棚下、赤城町持柏木、赤城町溝呂木、赤城

町北上野、赤城町勝保沢、赤城町見立、赤城町滝沢、赤城町上三原田、赤城町三原田、赤城町樽、赤城町宮田、

赤城町栄、赤城町南赤城山字上野窪、字中野窪、字夕日上、赤城町北赤城山字赤城山、字南平、字北平、字今窪

のうち４６０－４０から４６０－４８１まで、６０４－１、６０５、６０８、６１０、６１１、６１４、６１５、

６１８、北橘町上南室字上ノ大道、字中ノ大道、字下ノ大道、字東ノ大道、字延貝戸、字相ノ田、字上ノ原、字

庚申下、字元原、北橘町上箱田字榎田のうち７６１、字中田、字下虎持、字虎持、字五輪平、字堰上、字東銭神、

字八分坂、字西銭神、字千戸替戸、字横松、字林ノ東、字立芝、字硯石、北橘町赤城山

人事委員会公告■

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１８条第１項の規定により、平成２５年度群馬県警察官Ａ等採用

試験を次のとおり行います。

平成２５年３月１日

群馬県人事委員会委員長 福 島 江美子

１ 試験区分及び採用予定人員 警察官Ａ（男性）（５０名程度）、警察官Ａ（女性）（６名程度）、警察官Ａ

（武道指導）（２名程度）、警察官Ａ（男性）特別（２５名程度）、警察官Ａ（女性）特別（３名程度）、警察

官Ｂ（男性）特別（１４名程度）及び警察官Ｂ（女性）特別（３名程度）

２ 職務内容 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の

安全と秩序の維持に当たります。また、「武道指導」の試験区分で採用された人は、この職務内容に加え柔道又

は剣道の指導も行います。

３ 受験資格

(1) 年齢及び学歴

ア 警察官Ａ（男性） 昭和５５年４月２日以降に生まれた男性で、かつ、次のいずれかに該当する人

(ｱ) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）を卒業した人又は

平成２６年３月３１日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

イ 警察官Ａ（女性） 昭和５５年４月２日以降に生まれた女性で、かつ、次のいずれかに該当する人

(ｱ) 大学を卒業した人又は平成２６年３月３１日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

ウ 警察官Ａ（武道指導） 昭和５５年４月２日以降に生まれた人で、柔道又は剣道において卓越した技能を

有する人で、かつ、次のいずれかに該当する人

(ｱ) 大学を卒業した人又は平成２６年３月３１日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

平成２５年３月１日（金） 群 馬 県 報 第９０７５号
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エ 警察官Ａ（男性）特別 昭和５５年４月２日以降に生まれた男性で、平成２５年１０月１日から勤務可能

な人で、かつ、次のいずれかに該当する人

(ｱ) 大学を卒業した人又は平成２５年９月３０日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

オ 警察官Ａ（女性）特別 昭和５５年４月２日以降に生まれた女性で、平成２５年１０月１日から勤務可能

な人で、かつ、次のいずれかに該当する人

(ｱ) 大学を卒業した人又は平成２５年９月３０日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

カ 警察官Ｂ（男性）特別 昭和５５年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた男性で、平成２５年１

０月１日から勤務可能な人。ただし、次のいずれかに該当する人を除く。

(ｱ) 大学を卒業した人又は平成２５年９月３０日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

キ 警察官Ｂ（女性）特別 昭和５５年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた女性で、平成２５年１

０月１日から勤務可能な人。ただし、次のいずれかに該当する人を除く。

(ｱ) 大学を卒業した人又は平成２５年９月３０日までに大学を卒業する見込みの人

(ｲ) 人事委員会が(ｱ)に掲げる人と同等の資格があると認める人

(2) 次のいずれかに該当する人は、受験できません。

ア 日本国籍を有しない人

イ 地方公務員法第１６条に該当する人

(ｱ) 成年被後見人又は被保佐人

(ｲ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

(ｳ) 群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

(ｴ) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

はこれに加入した人

４ 試験日及び場所

(1) 第１次試験 平成２５年５月１２日（日）

群馬県総合交通センター（前橋市元総社町８０番４号）

群馬県警察学校（前橋市元総社町８０番５号）

県立前橋商業高等学校（前橋市南町四丁目３５番地の１）

(2) 第２次試験 平成２５年６月中旬から同年７月上旬までに前橋市内で実施の予定（試験の詳細は、第１次試

験の合格通知書で通知します。）

５ 試験種目

(1) 第１次試験

ア 教養試験（択一式）

イ 論（作）文試験（論（作）文試験の採点は、教養試験の結果により行われない場合があります。）

ウ 実技試験（「武道指導」区分のみ）

エ 資格技能審査（「武道指導」区分を除く。）

(2) 第２次試験

ア 人物試験

イ 体力検査

平成２５年３月１日（金） 群 馬 県 報 第９０７５号



19

ウ 身体外形検査

エ 身体精密検査

(3) 身体外形検査には、次の合格基準があります。

ア 男性（武道指導を除く。）

(ｱ) 身長 １６０ｃｍ以上であること。

(ｲ) 体重 ４７ｋｇ以上であること。

(ｳ) 視力 両眼とも裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

(ｴ) 色覚 職務遂行に支障がないこと。

(ｵ) 五指腕関節その他 職務遂行に支障がないこと。

イ 女性（武道指導を除く。）

(ｱ) 身長 １５０ｃｍ以上であること。

(ｲ) 視力 両眼とも裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

(ｳ) 色覚 職務遂行に支障がないこと。

(ｴ) 五指腕関節その他 職務遂行に支障がないこと。

ウ 武道指導

(ｱ) 視力 両眼とも裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

(ｲ) 色覚 職務遂行に支障がないこと。

(ｳ) 五指腕関節その他 職務遂行に支障がないこと。

６ 申込手続、受付期間等

(1) 提出書類 申込書

(2) 申込書の配布場所

ア 群馬県人事委員会事務局（県庁２６階）、県民センター（県庁２階）、群馬県警察本部（前橋市大手町一

丁目１番１号）、県内の各警察署、交番及び駐在所、県の各行政（県税）事務所、群馬県東京事務所（東京

都千代田区平河町二丁目６番３号都道府県会館８階）並びにぐんま総合情報センター（東京都中央区銀座五

丁目１３番１９号デュープレックス銀座タワー５／１３）で配布します。

イ 郵送を希望する場合は、封筒の表に赤で「警察官Ａ等試験案内請求」と書いた封筒に、宛先を明記した角

形２号の返信用封筒（Ａ４判が入る大きさで、１４０円分の切手を貼ったもの）を同封の上、群馬県警察本

部警務課まで請求してください。

(3) 申込手続

ア インターネットによる場合 職員・警察官採用情報ホームページ（http://www.pref.gunma.jp/saiyou/）

にアクセスして、「インターネット申込（電子申請）」をクリックし、内容をよく読んで申し込んでくださ

い。

イ 郵送による場合 申込書及び受験票に必要な事項を記入し、受験票に５０円切手を貼り、群馬県警察本部

警務課に郵送してください。郵送の方法は、簡易書留とし、封筒の表に「警察官○○申込」（○○には、試

験区分を記入）と赤で書いてください。

(4) 受付期間

ア インターネットによる場合 受付期間は、平成２５年３月２１日（木）から同年４月４日（木）２３時５

９分までです。当該受付期間内にぐんま電子申請受付サービスのサーバが受信したものに限り受け付けます。

イ 郵送による場合 受付期間は、平成２５年３月２１日（木）から同年４月５日（金）までです。同日まで

の消印のあるものに限り受け付けます。
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ウ 期限経過後の申込みは、一切受け付けません。

(5) 受験票の送付

ア インターネットにより申込みした場合 平成２５年４月１９日（金）頃受験票を交付しますが、同月２６

日（金）までに受験票がぐんま電子申請受付サービスからダウンロードできない場合は、群馬県警察本部警

務課（電話０２７－２４３－０１１０ 内線２６５２）に問い合わせてください。

イ 郵送により申込みした場合 平成２５年４月１９日（金）頃受験票を発送しますが、同月２６日（金）ま

でに届かない場合は、群馬県警察本部警務課（電話０２７－２４３－０１１０ 内線２６５２）に問い合わ

せてください。

７ 合格から採用まで

(1) 合格者は、合格決定日に採用候補者名簿に登載され、群馬県警察本部長からの請求に応じて、成績順に提示

された人の中から採用者が決定されます。

(2) 採用候補者名簿の有効期間は、１年間です。

(3) 採用は、警察官Ａ（男性・女性・武道指導）は平成２６年４月１日の予定です。警察官Ａ（男性・女性）特

別及び警察官Ｂ（男性・女性）特別は平成２５年１０月１日の予定です。

８ 給与 警察官Ａ採用試験に合格して採用された人の現行初任給月額は、２０２，６００円です。また、警察官

Ｂ特別採用試験に合格して採用された人の現行初任給月額は、短期大学卒で１８５，３００円、高等学校卒で１

７０，３００円です。ただし、大学院を卒業した人、採用前に民間企業等に勤務したことのある人等は、一定の

基準により増額されます。なお、このほか地域、扶養、通勤、期末、勤勉手当等の諸手当があります。

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成２５年３月１日

群馬県教育委員会教育長 吉 野 勉

１ 落札に係る購入等件名及び数量 群馬県立学校で使用する電気 年間予定使用電力量 １９，５５８，０００

ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 平成２５年２月８日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 東京都品川区東五反田五丁目１１番１号

５ 落札金額 ４３３，３３９，５７２円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２４年１２月２８日

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２５年３月１日

群馬県教育委員会教育長 吉 野 勉

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 群馬県生徒情報管理システム一式の賃貸借
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２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 平成２５年２月１４日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市天川大島町１１２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ４７，０４５，２５０円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１０条第１項第１号該当
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